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第３５ 強化プラスチック製二重殻タンクの内殻に用いる強化プラスチックの性能に係る運用に係る

事項 

 

第３５ 強化プラスチック製二重殻タンクの内殻に用いる強化プラ

スチックの性能に係る運用に係る事項 

（平 22.7.8 消防危第 144 号通知） 

１ 強化プラスチック製二重殻タンクの内殻に用いる材質の耐薬品性能に関する事

項 

強化プラスチック製二重殻タンクの内殻に用いる材質については、貯蔵し、又は

取り扱う危険物を試験液とし、二重殻タンクの内殻で危険物と接する部分に使用さ

れる強化プラスチックを試験片とした(1)に示す耐薬品性試験において、(2)の評価

基準に適合していることがあらかじめ確認されていなければならないこと。 

(1) 耐薬品性試験 

「繊維強化ブラスチックの耐薬品試験方法」（JIS K 7070）による浸せき試験 

(2) 評価基準  

「ガラス繊維強化プラスチック製耐食貯槽」（JIS K 7012）6.3 に規定される耐

薬品性の評価基準に示されている外観変化、曲げ強さ、バーコル硬さがそれぞれ

次のとおりであること。 

ア 外観変化 

各浸せき期間後の外観変化は JIS K 7070 表４に示す等級１、等級２に該当す

る又はこれより小さいこと。 

イ 曲げ強さ 

１年間の浸せき期間後の曲げ強度の保持率が 60％以上であり、かつ、１８０

日から１年かけての変化が急激でないこと。 

ウ バーコル硬さ 

各浸せき期間後のバーコル硬さが、１５以上であること。  

 

２ その他 

既設の強化プラスチック製二重殻タンクにおいて、自動車ガソリン、灯油、軽油

及び重油（一種に限る。）以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、設置者等

から消防法第１１条に基づく変更許可の申請又は法第１１条の４に基づく危険物

の品名変更の届出がなされた際に、当該タンクの内殻に使用される強化プラスチッ

クと同じ材質の強化プラスチックと判断できる試験片を用いた１(1)に示す耐薬品

性能試験の結果を設置者等に提出させ、基準に適合していることを確認すること。 


